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No.９    202３年 ７月２２日 ＪＲ東労組大宮地本 

そもそも年休とは？ 
一定期間継続勤務した労働者に対して与えられる労働者の権利で、「労働

者の請求する時季に与えなければならない」とされています（労基法第３９条）。

つまり使用者が承認するものではなく、労働者が指定することによって決ま

り、使用者は指定された日に年休を与えなければなりません。 

なお、事業の正常な運営が妨げられる場合は使用者に休暇日を変更する

権利（時季変更権）が認められていますが、単に「業務多忙だから」という理

由では認められません（厚労省のパンフレットより）。 

組合員：妻が 38度の発熱で、子供（０歳）も体調が悪く

保育園に預けられない。今日は休ませてもらえな

いか？⇒年休申請した認識 

管理者：ちょっと待ってください。また連絡します。ご家族

に頼めないですか？⇒年休申請を受けていない認識 

その後、やり取りがあり… 

 

管理者：すみません。代務が見つかりません。 

組合員：午前中に預けに行くので午後からだったら、出勤できますよ。 

管理者：それは制度上確認できない部分もあって…。 

本当に申し訳ないですが、出勤できませんか？ 

結局、当該組合員は泣く泣くそのまま奥さんと子供を放置し、出勤(´;ω;｀) 

そして、職場では「年休申請がされている認識はなかった」と会社は話す。 

 

「年休申

請の認識

はない」 

本当にこれでよいのでしょうか? コンプライアンスは大丈夫？ 

年休は法令で定められた、労働者の権利を守る重要な制度です！ 
健康で安心して働くために年休の正しい運用を求めて共にたたかおう！ 


